
どなたでもご自由に参加できます。
神栖社協ホームページにも掲載中！

困った時の法テラス！
～消費者被害と法的トラブル解決法～

 

障害者支援施設ほびき園では、精神障害者の方が自立し社会復帰したいとき、ご家族の事情や

障害の状況などから、住む家がなかったり、すぐには一人で生活することに自信がない方がいま

す。このような場合に生活の場を提供し、自立した生活を送るための支援を提供しています。ま

た、活動を通じて達成感を味わったり、自信を深めたりすることで就労支援事業所などの次のス

テップアップにつなげる役割も担っています。施設入所支援＋生活訓練は、原則２年間となって

います。限られた期間の中で利用者に退所後の生活へのイメージを描いてもらえるかが大切であ

り、日々の支援を通じて利用者のエンパワメントを引き出せるような関わりが重要であると、

今回の勉強会で学ぶことができました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※事前申し込みが必要です。　別紙申込書もしくは電話にてお申し込み下さい。

申込・問い合わせ先 ： 神栖市社協 地域福祉推進センター 担当：三浦 電話 ０２９９-９３-０２９４

消費者庁の発表では、平成26年の消費者被害は約６兆７千億円にも上るそうです。｢振り込め

詐欺｣や｢マルチ商法｣、｢送り付け商法｣、｢電話勧誘｣など“自分は大丈夫”と思っていても、詐

欺の手口は巧妙になっており、気づかないうちにトラブルに巻き込まれていることがあります。

その他、｢借金｣｢離婚｣｢相続｣などの問題も自己判断での行動は更なるトラブルを招く可能性もあ

ります。そのような場合は、法律の専門家に相談することで早期解決につながります。　　　　

今回の勉強会では、法テラスに所属する立花弁護士をお招きし、消費者被害の解説と

法的トラブルの解決法、法テラスの利用方法について情報提供いただきます。法律問題

を抱えている方はもちろん、ケアマネジャーや民生委員さんなど相談の入口になる支援

者のみなさんの参加をお待ちしております。お誘い合わせのうえ、ご参加ください。　　　　　

障害者支援施設とは、障害者総合支援法で「障害者につき施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設

障害福祉サービスを行う施設」と規定されています。夜間から早朝にかけては「施設入所支援」を提供するととも

に、昼間は「生活介護」などの「日中活動系サービス(昼間実施サービス）」を行う社会福祉施設です。

＊法テラスとは…日本全国どこでも、誰でも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受け
られるようにしようという構想のもと、国が設立した法的トラブル解決のための「総合
案内所」です。　　


